
都府公報ザ外的17)｝平雌l8fI13N311］金UiMB京

の右に「(通子捕繩処HI1組織により蕊験願書を提出する

場合{こあっては、6,20011)」tljI1え、liil表の56の項中

「圧縮天然ガスlﾖ鋤il辮料焚慨Ⅱ辮辮」の右}二「、圧縮

水素自動車燃料装職Ｎｉ容欝又は''二鋪水素運送自動車用容

器」を加え、伺表の77の項中「鞘８条鶴１項」を「蕊９

条第１項」に改め、｜iii蕊の78の項中「蕊９条第１項ただ

し脅」を「蕊10条露1項ただし勘」’二改め．同表の79の

項から81の項までを次のよう'二改める。

京都府議会議興の報酬及び徴Ⅲ弁i貯騨に閥する条例第

４条第２項の規定'二より加蝉する額を定める規則を朧止

する規則をここに公布する。

平成18年３月31日

京都府知瓢ｌ｣」ＩＪＩ鴨

京都府規則第14号

、､;~~￣京都府識会溌員の報酬及び費用弁償等に関する条

例第４条第２項の規定により加算する額を定める

規則を廃止する規則

京都府議会議員の報酬及び徽川弁償難に関する条例第

４条第２項の規定によりjll鱒する額を定める規則（DB和

54年京都府規則第22号）は、廃jIﾆする。

一一一一…－…

i８０削除

－－－－－－－－－－－曰

Lijlf---己
別表鮒lの113の項中’23,000円」の右に「(電子摘報

処理組織により愛験ｌｉｉｉ瀞を腿}lIする物合にあっては、

221500円)」を加える。

Ｍ１｣表第２の31の項から33の項までを次のように改め

る。

附則

この規則は、平成18年４jllUから施行する。

３１通説案内｣軍法（

年法律鋪210聯
｜ 鵬鱗鰯鐸霞|Ⅱ臘孟,：

第】坂の規定によるj､識

案内士の犠録のI1liii5に係

る群盃
京都府手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

３２通訳案1ｋＭ按第

２mitの規定による

内士艦録iiiEの訂UIH

平成18年３月31日

京都府知辮ＩｈｌＴ１樽

趣訳泰内士法鮒3３ 

京都府規則第15号
規定による juill蟻

； 永証のljj交Ⅱ。
京都府手数料徴収条例施行規則の一部を改正する

規則
Ｈ１｣表第２の45の項中「１面1条節１項輔４号」を「伺条第

１項輔６号」に、「liil噸鱗５畷」を「l司項鰯７号」に改

め、ｌ可変の46の項中’第４条雛１項第４号」を「鱸４条

第１項第６号」に、「l可項鋪５号」を「同項第７号」に

改め、ｌ司表の112の項から115の項までの規定中「臨床検

査技師、衛生検盗技師等に関する法律」を「臨床検査技

師等}二関する法雛」｛こ改め．lTij表の129の項中「145の４

の項」を「145の５の項」に改め、岡表の133の項中

「134の項、145の３の項及び145の４の項」を「133の２

の項から134の２の項まで及び145の３の項から145の６

の項まで」に改め、「Iiilじ｡)」の右に「(外部試験検査機

関等（医薬品、医薬部外品蒋し<は医療機欝の試験検査

又は医療機器の設計及び開発を製造所以外の施設におい

て行う場合（他に委託して行うM》合を含む｡）における

当該施設をいう⑨133の２の]iiiから134の２の項まで及び

145の３の項から145の６の｣jIまでにおいて同じ｡）に対

するものを除く。)」をbⅡえ．岡]i{の次に次のように力l】え

る。

京都府手数料徴収条例施行規則（平成12ｲI掠都ll1f規則

第３号）の一部を次のように改正する。

別表第１の53の項の(1)中「10,000円」の右に「(行政

手綜等における傭報通橘の技術のflllIlに関する法律（平

成14年法律鰭151号）第３条簾1項の規定により同項に

規定する電子楕報処理組織を使用して受験願書を提出す

る場合（以下「電子繍報処理組織により受験願脅を提出

する場合」という｡）にあっては．9,500円)ｊを加え、

同項の(2)中「9,400円」の右に「(緬子捕報処理組織によ

り受験願書を提出する場合にあっては、ａ900円>」を加

え、同項の(3)及び(4)中110,000円」の駐｢に「(電子情報

処理組織により受験願瀞を提Ⅱ)する聯合にあっては、

9,500円)」を加え、何項の(5)Il1「914001]]」の右'二「(踊

子情報処理組織により受験MHiiM;を鵬1Mする場合にあって

は､8,900円)」を加え､１１項の(6)中｢8,500P]｣の右に
「(電子情報処理組織によ'）受験l棚辮を提１１Iする場合に

あっては、8,000円)」をhlIえ、同斌の(7)中「6,700円」

４ 



都府公報号外苑17号平成18年３月31日金UMI」京

介渡文緩専門負

託瀞換え交付手

数料

1件'二つき

2,000円'20:鯛欝響i:鶏’
１支援蝉門風iiiiHの書換え交！

｜付
［▲；……－－－－－」

｢~￣－－－－－－ 
１１３３の２獺駆 1件につき

13,300円

〕の２獺駆法輔１４条錆ｉ医薬品聯適合性

6項の娩定による同条第１調査（外部機関

1項又は鍬９項の規定に；等）手数料 」１項又は鰍９項の規定に

よる承認を受けようとす

る者にｶﾅして行う適合性

調査（外部滅験検査機関

等'二対するものに限る｡）

;等）

別表輔２の206の項の次に次のように加える。

叢］206の２介護保険法舗６９１介護支援専門員［１件に

条の７鯖1項'二規定する

介護支援卵''1負託の再交

」

別表第２の134の項中「行う適合性調喪」の右に「(外

部試験検撫機l測蝶に対するものを除く。)」を加え、liil噸

の次に次のように加える。 時6の３介漣保険法第６９
条の８第１攻の規定によ

る介護文掴専門貝証の有1,颪]T7FE業134の２薬螂法錐川染錆ｉ歴繋,W総定期適

６項の規定による何条第｜合性纈撚（外部

蹴鱗鰯譲|綴鯲…繍
繍け鵬濤｜
適合性調戎〈外部試験検ｉ

狂機関等にｶｻするものに！

３n490l｡】

（他の医轆

品等とⅢ;せ

てiiFMnを受

ける暢什【よ、

290円）

効期NIIの
＿￣ 

をＨ１Ｉ別表第２の207の項中「(平成９年法律第123号)」

l)、何項の次に次のように力Ⅱえる。

介
投
科

207の２介護保険法第９４

条第２項の規定による介：限る｡）
１－－．_…_…… 

護老人保仙施職の変更の

別表第２の145の３の項中「行う適合性調森」の右に

「(外部試験検撫機l捌等に対するものを除く｡)」を加え、

同表中145の８の項を145の10の項とし、同表の145の７

の項中「145のＳｊを「145の10の項」に改め、何項を同

表の145の９の項とし、同表中L15の６の項を145のＳの

項とし、145の５の項を145の７の項とし、同表の145の

４の項中「行う適合性調査」の右に｜(外部試験検掘機

関等に対するものを除く｡)」を加え、ｌ司項を同表のﾙ１５

の５の項とし、同項の次に次のように加える。

の変更を(HUhk波M１許可

伴うものに限る。） 

r一一一一.…￣….￣鬮￣

i207の３介護保険法第115

L琴:ijiiLif室iiiiii
介

紫所調査手数料136.000円

別表鏑２の208の項を次のように改める。

『二F扇TTWri三コ208介護保険法第115条の｜介iiii

腱:;麹jififiiifilii｣11型1１
~￣~－－－－－…… 

ljifll属薬品等’１件につき輸出ifll属薬品等

定川適合性調査

（外部INMIi輔）

手数料

145の６薬鯲法第80条第

１頂の規定による輸出用

の医薬,ＩＩＪ聯の製造を開始

した薪に対して行う適合

性濁費（外部試験検査機

関等に対するものIニ限

る｡）

39,4901リ

（他の医梨

品等と1Ⅲせ

て説掻を.受

ける場合唯、

附則

この規則は、公布の日から施行するｃただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
（１）別表第１の53の項、５６の項及び113の項並びにBU

表第２の31の項から33の項まで、205の項及び206の

項の改正規定、同項の次に206の２の項及び206の３

の項を加える改正規定、同讃の207の項の改正規定、

同項の次に207の２の項及び207の３の項を力Ⅱえる改

正規定此びに同表の20sの項の改正規定平成18年

４月111

（２）ilU爽鮴２の112の項から115の項までの改疋規定

臨床検森技師、衛生検蕊鱗師騨に関する法律の一部

を改正する法律（平成17年法律第39号）の施行の日

_l29oFj1-」
別表第２の145の３の項の次に次のように加える。

Ⅱ
Ｉ
 

別表第２の205の項及び205の項を次のように改める。

『'議鵜Ⅱ鱗辮
:図証の交付！

1件につき

2,0001リ －－－…￣ 

￣ 

｡ 


	2006年05月29日13時58分33秒.pdf
	2006年05月29日13時59分06秒.pdf

